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令和元年１０月３日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

平成２８年（ワ）第３９２８号 製造販売差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和元年６月７日 

判 決 

原       告   株式会社ダブリュー・ビー・トランス 5 

     同訴訟代理人弁護士   宮   川   孝   広 

   同           川   口   俊   之 

   同           岩   本   貴   晴 

   同訴訟復代理人弁護士   横   田   紀   彦 

被       告   大 阪 高 波 株 式 会 社 10 

（以下「被告大阪高波」という。） 

被       告   ウラックス電子株式会社 

               （以下「被告ウラックス電子」という。） 

被       告   武 蔵 野 通 工 株 式 会 社 

               （以下「被告武蔵野通工」という。） 15 

被       告   清 水 電 子 工 業 株 式 会 社 

               （以下「被告清水電子工業」という。） 

被       告   Ｐ１ 

被       告   山 陽 電 氣 工 業 株 式 会 社 

                （以下「被告山陽電氣工業」という。） 20 

被       告   今 井 電 機 株 式 会 社 

                （以下「被告今井電機」という。） 

被       告   日 幸 電 機 株 式 会 社 

                （以下「被告日幸電機」という。） 

被       告   西 村 無 線 電 機 株 式 会 社 25 

                （以下「被告西村無線電機」という。） 
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被       告   渡 辺 電 機 株 式 会 社 

                （以下「被告渡辺電機」という。） 

被       告   有限会社イチデン製作所 

                （以下「被告イチデン製作所」という。） 

被       告   中 遠 電 子 工 業 株 式 会 社 5 

                （以下「被告中遠電子工業」という。） 

被       告   浦川トランス工業株式会社 

                （以下「被告浦川トランス工業」という。） 

被       告   鶴 田 電 機 株 式 会 社 

                （以下「被告鶴田電機」という。） 10 

被       告   株 式 会 社 保 全 工 業 

                （以下「被告保全工業」という。） 

被       告   有 限 会 社 国 電 機 製 作 所 

                （以下「被告国電機製作所」といい，以上１

６名を合わせて「被告大阪高波ら」という。） 15 

被告大阪高波ら訴訟代理人弁護士   柏   木   千   鶴 

同           洞       良   隆 

被       告   東 京 ト ラ ン ス 株 式 会 社 

（以下「被告東京トランス」という。） 

同訴訟代理人弁護士   寺   島       哲 20 

同           金       帝   憲 

同訴訟復代理人弁護士  坂   根   響   子 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 25 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 請求 

１ 被告大阪高波は，原告に対し，３７万４７７４円及びこれに対する平成２７

年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

２ 被告ウラックス電子は，原告に対し，１２万４４１３円及びこれに対する平

成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 5 

３ 被告武蔵野通工は，原告に対し，１９万２３２６円及びこれに対する平成２

７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

４ 被告清水電子工業は，原告に対し，１０３万３０４６円及びこれに対する平

成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

５ 被告Ｐ１は，原告に対し，６８万０２１１円及びこれに対する平成２７年１10 

１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

６ 被告山陽電氣工業は，原告に対し，１万５２５０円及びこれに対する平成２

７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

７ 被告今井電機は，原告に対し，２２万０８８５円及びこれに対する平成２７

年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 15 

８ 被告日幸電機は，原告に対し，４１万４５９１円及びこれに対する平成２７

年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

９ 被告西村無線電機は，原告に対し，１万０３２７円及びこれに対する平成２

７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１０ 被告渡辺電機は，原告に対し，１７５万９１８６円及びこれに対する平成20 

２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１１ 被告イチデン製作所は，原告に対し，２４万５１７０円及びこれに対する

平成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１２ 被告中遠電子工業は，原告に対し，９万７７４４円及びこれに対する平成

２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 25 

１３ 被告浦川トランス工業は，原告に対し，１３５万９０１６円及びこれに対
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する平成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１４ 被告鶴田電機は，原告に対し，２２万３６５１円及びこれに対する平成２

７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１５ 被告保全工業は，原告に対し，４万３９５２円及びこれに対する平成２７

年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 5 

１６ 被告国電機製作所は，原告に対し，７１万６７７１円及びこれに対する平

成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１７ 被告東京トランスは，原告に対し，６４万６１６３円及びこれに対する平

成２７年１１月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

１８ 被告らは，別紙差止等目録記載の変圧器を製造，販売してはならない。 10 

１９ 被告らは，その占有にかかる別紙差止等目録記載の変圧器を廃棄せよ。 

第２ 事案の概要  

 本件は，川鉄電設株式会社（現ＪＦＥ電制株式会社。以下「川鉄電設」という。）

が被告らと締結した，後記ＷＢトランス事業に係る後記本件各基本契約についての

契約上の地位を川鉄電設より承継した原告が（一部は被告らと原告との直接契約），15 

被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除したとして，被告らに対し，①

本件各基本契約解除前に発生していたロイヤルティ支払義務の履行として，本件各

基本契約に基づき，平成２７年４月から８月までの未払いロイヤルティ（金額は，

別紙損害推計一覧表のとおり。）及びこれに対する支払期日の翌日である同年１１

月１日から支払済みまでの商事法定利率である年６％の割合による遅延損害金の支20 

払を請求し（請求の趣旨１ないし１７），②被告らが，本件各基本契約の解除後に

おいても，原告から被告らに対して開示した後記本件技術情報を使用して変圧器を

製造，販売していることは，不正競争防止法２条１項７号の不正競争行為に当たる

として，同法３条１項及び２項に基づき，被告らの製品の製造，販売の差止め及び

廃棄を求めた（請求の趣旨１８及び１９）事案である。 25 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に



 

 

5 

 

より容易に認められる事実） 

⑴ 当事者等 

ア 川鉄電設（甲５７，８９） 

川鉄電設は，平成６年ころ，ＷＢトランス（後記⑶イ で定義されるコイルボビ

ン式巻鉄心変圧器）を開発し，コイルボビン，ＷＢコア（ＷＢトランスの構成部品5 

である鉄心）及びこれらを用いた最終製品としてのＷＢトランスの各製造，販売に

係るビジネスグループ（後述）を形成し，ＷＢトランス事業を進めた。 

後に原告代表者となるＰ２（以下，原告設立の前後により，Ｐ２あるいは「原告

元代表者」という。）は，川鉄電設におけるＷＢトランスの研究開発責任者（変圧

器事業室長）であった。 10 

イ 原告 

原告は，コイルボビン式巻鉄心変圧器の開発，製造，販売，同製造装置の製造，

販売，及び同材料，部品の製造，販売等を目的とする株式会社であり，川鉄電設が

ＷＢトランス事業を譲渡することになった際，その受け皿として，Ｐ２が平成１３

年２月６日に設立した会社である。なお，原告元代表者は，同年３月，川鉄電設を15 

退職した。 

ウ 被告ら 

被告らは，いずれも，近畿変成器工業会（平成４年発足。以下「工業会」という。）

加盟のトランスメーカーであり，別紙当事者関係図のとおり，原告による購入先の

指定に従い，日本磁性材工業株式会社（以下「日本磁性材工業」という。）から巻20 

鉄心を，株式会社西本合成販売（以下「西本合成販売」という。）からボビン，コ

アマック（乙１。鉄心巻込み装置）及びフレームをそれぞれ購入し，これらを組み

立てることにより，ＷＢトランスの製造，販売を行ってきた。 

なお，被告Ｐ１は，平成２８年５月１日付けで，法人化して株式会社米田電機と

なっており，同日以降，ＷＢトランスの製造，販売を行っておらず，同社は被告Ｐ25 

１の契約上の地位を承継していない。 
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⑵ 本件各基本契約の締結，更新及び契約上の地位の移転（甲１～２９，３０～

５５，８９，９０） 

ア 川鉄電設と被告らは，別紙契約関係一覧表左側の「締結日」欄記載の日に（８

社が平成７年４月６日，平成１０年９月２８日が最終。），「契約名」欄左側記載

の，１００ないし１５００ＶＡの規格のＷＢトランスに関する設計，製造技術情報5 

供与に関する契約を締結した（以下，同一覧表の左側の欄記載の契約を「当初契約」

という。）。 

イ 被告らのうち９社（同一覧表会社名欄Ｎｏ．１，４，５，７，１１，１３な

いし１６）は，同一覧表右側の「締結日」欄記載の日（平成１３年２月又は３月）

に，「契約名」欄右側記載の，２０００及び２５００ＶＡの規格のコイルボビン式10 

巻鉄心変圧器（ＷＢトランス）に関する設計，製造技術情報供与に関する契約を締

結した（以下，同一覧表の右側の欄記載の契約を「追加契約」といい，当初契約と

合わせて「本件各基本契約」という。）。 

ウ 川鉄電設は，平成１３年３月，原告に対し，ＷＢトランス事業を全部譲渡し，

川鉄電設，原告及び被告らは，同一覧表の「地位承継覚書締結日又は時期」欄記載15 

の日又は時期に覚書を作成し，それまでに締結されていた本件各基本契約に基づく

川鉄電設の契約上の地位を，すべて原告に承継させることを合意した。 

エ 被告らのうち３社（同一覧表会社名欄Ｎｏ．８，１０，１７）は，同一覧表

右側の「締結日」欄記載の日（平成１４年，１７年，２２年）に，原告との間で追

加契約を締結した。 20 

オ 本件各基本契約の最終更新後契約期間は，同一覧表記載の「契約期間」欄記

載のとおりである。 

⑶ 本件各基本契約の内容（甲１～２９） 

本件各基本契約の内容は，契約期間及びイニシャルフィーの金額を除いてほぼ同

一であり，本件各基本契約に係る契約書には，以下の記載がある。 25 

ア 頭書き 
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川鉄電設と被告らは，川鉄電設が開発し，保有する後記ＷＢトランスに関する後

記本件技術情報を被告らへ供与することについて，以下の通り契約する。 

イ 定義（第１条） 

 ＷＢトランス（当初契約では「ＢＳＷトランス」と表記され，追加契約では

その後通称となった「ＷＢトランス」の表記が使用されているが，名称変更の前後5 

を通じ，以下「ＷＢトランス」という。）とは，巻線部の断面形状を矩形状もしく

は６０度をなす船底状とし，鉄心巻込部の外周を鉄心の内径と等しい曲率部を有す

るコイルボビンを使用したコイルボビン式巻鉄心変圧器という。 

 本件技術情報（本件各基本契約では「本技術情報」と表記されているが，以

下「本件技術情報」という。）とは，川鉄電設が本件各基本契約締結時において所10 

有し，かつＷＢトランスの設計・製造に必要と考える技術資料及びデータをいい，

技術資料であるコイルボビン式巻鉄心変圧器（８０～１５００ＶＡ）の標準電気関

係設計書，及びデータであるコイルボビン式巻鉄心変圧器（８０～１５００ＶＡ）

の捲線，ワニス含浸，温度上昇等の技術データを内容とする。 

ウ 実施許諾（第２条） 15 

 川鉄電設は，被告らに対し，本件技術情報に基づきＷＢトランスを，本件各

基本契約存続期間中，製造，販売する非独占的実施権を許諾する。 

 被告らは，前項の実施権について，第三者に対し，再許諾，譲渡，質権の設

定をしてはならない。 

 被告らは，上記実施許諾に基づきＷＢトランスを製造する場合，その品質確20 

保のため，鉄心巻込装置，コイルボビン及びフレーム（ただし，川鉄電設が特許出

願中のものに限る。）については，川鉄電設が供給又は指定する者より購入し，Ｗ

Ｂトランスの製造のために使用する。 

エ 技術援助等（第３条） 

 川鉄電設は，本件各基本契約締結日より３か月以内に，本件技術情報を被告25 

らに開示，提供する。 
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 川鉄電設は，川鉄電設が必要と判断した場合，適当な技術者を派遣し，技術

指導を行う。 

オ 対価（第４条） 

 被告らは，ウの実施許諾及びエの技術援助等の対価として，イニシャルフィ

ー（別紙イニシャルロイヤルティ一覧表記載のとおり，当初契約につき１００万円5 

又は３００万円，被告ら１７社で総計３５００万円，追加契約につき１００万円，

被告らのうち１１社で総計１１００万円）を支払う。 

 被告らは，ウの実施許諾及びエの技術援助等の対価として，ランニングロイ

ヤルティとして，第三者へのＷＢトランスの販売価格の３％相当額を川鉄電設に支

払う。 10 

 前項のランニングロイヤルティは，品番別に川鉄電設が工業会と協議決定し

た標準価格（最も小さな１００ＶＡのものの標準価格が２２５０円／台，最も大き

な１５００ＶＡのものの標準価格が１万２１００円／台などと定められている。）

をベースに算定する。 

カ 実施報告（第５条） 15 

 被告らは，毎年２月末日及び８月末日から１か月以内に，その前６か月にお

報告書を川鉄電設に提出する。 

 被告らは，前項の期間にＷＢトランスを販売した事実がないときは，その旨

を記載した書面を川鉄電設に提出する。 20 

キ 川鉄電設特許権の実施許諾（第７条） 

川鉄電設は，川鉄電設が本件各基本契約期間中において取得するＷＢトランスに

関する特許権等について，本件各基本契約の履行を条件として，被告らに対し，通

常実施権（出願中のものについては非独占的実施権）を許諾する。 

ク 秘密保持（第９条） 25 

 被告らは，本件技術情報をＷＢトランスの製造，販売のためにのみ使用する。 
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 被告らは，本件技術情報に関し，本件各基本契約の存続期間中はもちろん，

契約終了後においても，川鉄電設と被告らが秘密保持義務の解除を確認するまで，

秘密保持義務を負う。 

ただし，被告らの責めなくして公知になった情報，本件各基本契約締結日前に，

被告らが現に知得していた情報，及び被告らがＷＢトランスを販売するに必要最小5 

限の技術情報はこの限りではない。 

ケ 解約（第１１条） 

川鉄電設は，被告らが本件各基本契約に定める債務の履行を怠り，川鉄電設の催

告後３か月以内にその履行をしないときは本件各基本契約を解約し，かつ被告らに

対し，川鉄電設の被った損害の賠償を請求することができる。 10 

コ 契約終了後の措置（第１２条） 

 被告らは，本件各基本契約期間終了後（前記ケに基づき解約された場合を含

む。），すみやかに，前記エにより川鉄電設より開示提供された本件技術情報に関

する資料，データ等の書類（複製物を含む。）を川鉄電設に返却する。 

 被告らは，本件各基本契約期間終了後（前記ケに基づき解約された場合を含15 

む。），いかなる場合においても本件技術情報を使用してはならず，ＷＢトランス

を製造，販売してはならない。 

サ 契約期間（第１３条） 

本件各基本契約は，前記クの秘密保持及び前記ケに基づき解約終了する場合を除

き，契約日から７年間有効とし，期間満了の３か月前までに双方いずれからも別段20 

の申出がない場合は，同様の条件をもって更に２年ずつ自動更新される。なお，こ

 

⑷ 本件各特許権（甲６０，６１，８７，８８，９１，９２） 

ア 原告は，以下の２つの特許に係る権利（以下，イの特許権を「本件特許権１」，

ウの特許権を「本件特許権２」，これらを合わせて「本件各特許権」という。）を，25 

株式会社西本合成販売と共有していたところ，本件各特許権は，出願から２０年を
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経過した平成２７年３月３１日をもって，いずれも存続期間満了により消滅した。 

なお，川鉄電設は，平成１３年３月２７日，本件各特許権に係る発明について，

出願にかかる特許を受ける権利の持分を原告に譲渡し，西本合成販売は，川鉄電設

に対し，当該譲渡について同意した。 

イ 変成器及び変成器用のコイルボビンに関する特許 5 

特許番号    第３２２９５１２号 

出願日     平成７年３月３１日 

出願番号    特願平７－９９７３５ 

優先権主張番号 特願平６－１１７０２３ 

優先日     平成６年５月３０日 10 

登録日     平成１３年９月７日 

ウ 変成器用の巻鉄心に関する特許 

特許番号    第３６７２８４２号 

出願日     平成１３年５月１日 

出願番号    特願２００１－１３４２６８ 15 

優先権主張番号 特願平６－１１７０２３ 

優先日     平成６年５月３０日 

分割の表示   特願平７－９９７３５の分割 

原出願日    平成７年３月３１日 

登録日     平成１７年４月２８日 20 

⑸ 本件技術情報の提供（甲７６，８１，８２） 

被告らは，

設又は原告は，「技術資料 コイルボビン式巻鉄心変圧器（ＷＢトランス）」と題

する，平成７年５月付け（甲８２。以下「平成７年技術資料」という。），平成１

３年２月１日付け（甲８１。以下「平成１３年技術資料」という。）及び平成２４25 

年１２月付け（甲７６。以下「平成２４年技術資料」といい，平成７年技術資料及
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び平成１３年技術資料と合わせて「本件技術資料」という。本件技術資料により開

示された情報は，前記⑶の本件技術情報に相当する。）を，被告らに交付した。 

⑹ 本件各基本契約の終了 

ア 被告らによる解除通知及びロイヤルティの支払拒絶（甲６２～７５。書証は

枝番号を含む。以下同じ。） 5 

被告らは，平成２７年４月以降，原告に対し，同年３月３１日に本件各特許権が

消滅したことにより本件各基本契約の目的が達成できなくなったなどとして，同年

４月１日をもって本件各基本契約を解除する旨の通知を送付した。 

その後，文書を通じてやり取りを行う中で，被告らは，知的財産の利用に関する

独占禁止法上の指針を根拠として，同日以降のロイヤルティの支払を拒絶した。 10 

イ 原告による債務不履行解除の通知（甲５８，５９） 

原告は，被告らに対し，平成２７年１１月２６日（被告東京トランスについては

同月２５日）到達の書面により，被告らが同年９月末までに，同年３月から８月ま

での６か月間の販売期間におけるＷＢトランスの品番別の販売数量及び支払うべき

ランニングロイヤルティ額を記載した実施報告書を提出して，同年１０月末日まで15 

に，同年４月から８月分のランニングロイヤルティを支払うべき義務を負うにも関

わらず，前記アのとおり，同年４月以降の報告及び支払をあらかじめ拒絶し，実際

に，同年９月末までに上記報告をせず，同年１０月末までにランニングロイヤルテ

ィを支払わなかったとして，上記到達日において，債務不履行を理由に，本件各基

本契約を解除する旨を通知した。  20 

ウ なお，平成２７年３月３１日以前において，ランニングロイヤルティの不払

いその他本件各基本契約の債務不履行があったとする原告の主張は存しない。 

２ 争点 

⑴ 本件各基本契約の性質は，本件各特許権の実施許諾契約か，それともノウハ

ウライセンス契約か。 25 

⑵ 本件各特許権の期間満了により，ロイヤルティの支払義務は消滅したか。 
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⑶ 被告らがＷＢトランスを製造，販売することは，不正競争行為に当たるか。 

⑷ 未払いロイヤルティの額 

第３ 争点についての当事者の主張 

 １ 争点⑴（本件各基本契約の性質は，本件各特許権の実施許諾契約か，それと

もノウハウライセンス契約か。）について 5 

【原告の主張】 

⑴ 本件各基本契約はノウハウライセンス契約であること 

ノウハウとは，工業目的に役立つ技術を実現又は実施するために必要な秘密の技

術的知識・経験を指すものであり，実施許諾契約の対象となることは珍しくない。 

ノウハウは，秘密であることによって財産的価値が維持されるものであるから，10 

ノウハウ実施許諾契約においては，契約が終了した後に被許諾者側にノウハウの使

用を禁止し，秘密を保持させておくことが重要となる。 

本件各特許権は，その内容が公知になったとしても，それだけでは実用に耐える

ＷＢトランスを設計・製造することができない「ノウハウの主要部以外の部分」を

特許化したものであり，本件各基本契約は，特許化されずに秘匿された，ＷＢトラ15 

ンスを設計・製造するために必須のノウハウを対象とする，ノウハウ実施許諾契約

である。 

⑵ 本件各基本契約の条項・体裁等 

ア 当初契約及び追加契約のいずれにおいても，ロイヤルティは「第２条，第３

条の対価」として支払う旨規定されているところ（第４条１項，２項），第２条１20 

項は，被告らに対し，本件技術情報に基づくＷＢトランスの製造，販売の非独占的

実施権を認めたものであり，第３条には，原告が本件技術情報を開示・提供するこ

と及び技術指導を行うことが定められているから，本件各基本契約におけるロイヤ

ルティは，ＷＢトランスの製品の設計・製造に必要なノウハウに対する対価である

ことが明らかである。 25 

なお，第７条の規定は，被告らに対し，本件各特許権が権利化した際に通常実施
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権を許諾する旨の規定であるが，第４条において「第７条の対価」と記載されてい

ない以上，ロイヤルティに，特許権の実施許諾に対する対価が含まれていると解す

ることはできない。 

イ また，本件各基本契約には，本件各特許権の権利化が頓挫した場合や，特許

権が消滅した際の扱い等，本件各特許権の将来の権利化を予定した契約に通常なさ5 

れるであろう手当がされていないことからも，ロイヤルティの対価に本件各特許権

の実施許諾の対価が含まれておらず，本件各基本契約は，ノウハウの使用に対し対

価を支払うノウハウライセンス契約であると解釈すべきである。 

⑶ 本件各基本契約締結の経緯等 

ア 本件アンケートの実施 10 

川鉄電設は，工業会加盟のトランスメーカーに対し，本件各特許権の当初の出願

後公開前の段階である平成６年１２月ころ，「鉄心巻込方式によるコイルボビン式

巻鉄心変圧器について」と題するアンケート調査（甲６６の６，７頁目。以下「本

件アンケート」という。）を行い，ＷＢトランスの発明につき特許出願中であるこ

とを示した上で，各メーカーに対し，川鉄電設が開示するＷＢトランスの設計・製15 

造に関するノウハウを用いてＷＢトランスを製造，販売する内容の実施権契約を希

望するか否かを尋ねた。このアンケートにおいては，上記開示されるノウハウが具

体的に明らかにされ，同ノウハウは契約企業に対してのみ開示されること，契約企

業は，当初３年は工業会会員各社及び同会の承認した企業に限定されることが記載

されており，ノウハウの秘密としての価値を判断することを容易にするものであっ20 

た。 

イ 当初契約の締結及びその内容 

本件アンケートを経て，被告らは，平成７年４月に８社，同年１２月に３社，平

成８年４月に１社，平成９年１月に１社，同年１２月に１社，平成１０年３月に２

社，同年９月に１社，それぞれ，川鉄電設と当初契約を締結した。なお，本件特許25 

権１は，平成８年２月２０日に出願公開されたのであるから，少なくとも６社は，
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出願公開後特許権成立前に当初契約を締結したこととなる。 

ウ 追加契約の締結の経緯 

 川鉄電設は，平成６年１１月２４日，工業会との間で，ＷＢトランスの事業

展開についての覚書（甲８３）を締結し，開発中の低電圧・中容量（２．０ＫＶＡ

超）のトランス技術を公開する場合には，同会会員に最優先に公開すること等につ5 

いて合意した。 

 川鉄電設は，平成１２年末ころ，当初契約を締結しているトランスメーカー

に対し，新たに開発した２０００及び２５００ＶＡのトランスについても，当初契

約と同様の契約を締結するかについてアンケート（甲８４）を行い，希望するトラ

ンスメーカーとの間で，平成１３年２月から同年３月にかけて，それぞれ追加契約10 

を締結した。 

被告渡辺電機及び被告東京トランスは，これより遅れて追加契約を希望し，川鉄

電設から事業譲渡を受けた原告との間で追加契約を締結した。 

被告日幸電機は，さらに遅れて平成２２年に追加契約を希望したが，このころに

は，既に原告において２０００及び２５００ＶＡのＷＢトランスの製造に使用する15 

改良されたコアマック（「コアマックⅡ」）が完成していたため，被告日幸電機は，

「コアマックⅠ」に付属アタッチメントを取り付ける等で対応した他の被告らとは

異なり，改良後のコアマック（販売額２８０万円）を購入したため，原告は，同社

に配慮し，追加契約に際しイニシャルフィーの支払を受けないこととし，覚書（甲

２２）の形で追加契約をした。 20 

 原告は，追加契約を締結した被告らに対し，２０００及び２５００ＶＡのＷ

Ｂトランスに関する平成１３年技術資料を新たに提供した。当該資料は，当初契約

に従って提供された平成７年技術資料とは別個のものであり，容量ごとに独自のノ

ウハウ性を有することの証左である。 

 以上のとおり，被告らは，平成６年１１月２４日の工業会との覚書（甲８３）25 

締結時から，１００ないし１５００ＶＡの規格のＷＢトランスの技術と２０００及
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び２５００ＶＡの規格のＷＢトランスの技術を異なるものとしてとらえ，公開され

た特許情報と当初契約で開示された平成７年技術資料のみでは，２０００及び２５

００ＶＡのＷＢトランスの製品を設計・製造ができないことから，川鉄電設が新た

に開発に成功した２０００及び２５００ＶＡの規格のＷＢトランスに関する技術を

優先的に得たいと考え，平成１３年以降，追加契約を締結したのである。 5 

なお，追加契約においても，特許の権利化が頓挫した場合や特許が消滅した場合

の手当はなされておらず，本件各特許権成立後に締結された追加契約（被告日幸電

機及び被告東京トランス）も，特許成立を前提とした契約内容となっていない。 

エ 本件各基本契約の更新等 

被告らは，いずれも，当初契約及び追加契約を，本件特許権１が登録された後で10 

ある平成１４年以降に契約を更新し，以後，２年ごとに契約を更新したが，更新後

の契約には，本件各特許権が成立したことを前提とする変更は加えられなかった。 

このことは，本件各基本契約が本件各特許権の実施許諾を目的として締結された

ものではないことを意味している。 

オ まとめ 15 

以上のとおり，被告らは，当初契約締結前から，本件アンケートにより本件各基

本契約における実施権の対象がノウハウであることを理解した上で，当初契約を締

結して本件技術情報の提供を受け，さらに，それだけでは２０００及び２５００Ｖ

Ａの規格のＷＢトランスの設計・製造ができないことから，新たな技術情報の提供

の対価としてロイヤルティを支払うことを約して追加契約を締結したものであり，20 

当初契約及び追加契約には，特許の権利化が頓挫した場合や特許が消滅した場合の

手当はなされず，本件各特許権が成立した後の契約更新時にも，そのことを前提と

する契約内容の改訂はなされていない。 

このような契約締結の経緯から，本件各基本契約は，ノウハウの実施許諾契約で

あったというべきである。 25 

⑷ 本件各基本契約締結後の原告の被告らに対する技術援助 
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被告らは，本件技術情報に加え，Ｐ２又は原告元代表者に対し，数多くの質問，

設計依頼，データ提供依頼等をなし，川鉄電設又は原告の技術指導を必要とする場

合も稀ではなかった。 

⑸ 本件各特許権の特許情報と本件技術情報との差異 

ア 本件各特許権の特許情報 5 

川鉄電設は，本件特許権１の優先権の基礎となる出願を，平成６年５月３０日に

行った。 

ＷＢトランスは，独自のコイルボビンにより鉄心巻込技術と方向性珪素鋼帯の採

用により鉄損を大幅に低減させて省エネルギー及び運転経費の抑制を実現した点に

優れた特徴を有するものであって，川鉄電設が開発した，前身であるＳＣトランス10 

（甲５７）を改良し，トランスとしての性能を飛躍的に高めるとともに，大幅なコ

ストダウンを可能とすることを目指して開発されたものであり，巻線を巻いたコイ

ルボビン，巻鉄心及びフレームから成る。 

本件特許権１は，独自のコイルボビンによる画期的な巻鉄心構造を有するトラン

ス全体に関する発明であり，本件特許権２は，巻鉄心に関する発明であり，川鉄電15 

設の開発したＷＢトランスには，両方の発明が実施されている。 

被告らは，ＷＢトランス用のコイルボビンと巻鉄心とをそれぞれ指定業者から購

入し，これらを用いて具体的な製品としてのＷＢトランスを設計し，当該設計に従

った製造を行うところ，この設計・製造に必要な技術やデータは，本件各特許権の

特許情報には記載されておらず，本件技術情報が一定の標準的なデータを提供する20 

ものとなっており，本件技術情報により，初めて製品としてＷＢトランスの設計・

製造が可能となる。 

また，ＷＢトランスは，革新的なトランスであることから，これを支える知識や

技術の体系が従来のトランスとは全く異なっており，従来品の設計・製造実績を有

していても役に立たない。 25 

イ 本件技術情報の内容 
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本件技術情報は，製品としてのＷＢトランスの設計・製造に必要な技術情報であ

り，ＳＣトランスからＷＢトランス開発に至る過程において川鉄電設が蓄積した膨

大な研究開発行為の具体的成果であって，本件各特許権の特許情報には記載がなく，

推計することも不可能であるし，従来のトランスの専門図書から得ることもできな

い情報群である。トランス専門メーカーであっても，本件技術情報なくして製品と5 

してのＷＢトランスを設計・製造することは不可能である。 

⑹ 本件技術情報がＷＢトランスの設計・製造に不可欠であること 

ア 本件技術資料記載のノウハウ情報の意義について 

 本件技術資料記載のノウハウ情報は，主として，ＷＢトランスの設計作業に

用いる情報である。 10 

トランスの設計には，最低限の設計与件として，容量・周波数・一次電圧・二次

電圧が必要であり，設計作業によって，最低限，①一次巻数・②二次巻数・③一次

巻線径・④二次巻線径を算出する必要がある。 

①一次巻数を算出するためには，一次電圧，周波数，鉄心断面積及び最大磁束密

度が定められる必要があるが，このうち，鉄心断面積及び最大磁束密度（巻鉄心の15 

ものであり，その材料となる方向性珪素鋼体のものではない。），原告から開示さ

れなければ，被告らがその値を知る方法はない。 

②二次巻数は，一次巻数にある数値を乗じることにより得られる数値であるから，

上記のとおり，原告から開示される数値がなければ算出することができない。 

③一次巻線径及び④二次巻線径を算出するためには，一次電流，二次電流及び各20 

電流密度が定まらなければならないが，各電流密度は原告から教示されない限り被

告らがその値を知る方法はない。 

したがって，被告らは，本件技術資料記載のノウハウ情報によらなければ，製品

としてのＷＢトランスを設計することができない。 

 また，トランスの設計では，上記各計算により得られた①ないし④の値を前25 

提に，使用する予定のコイルボビンと銅線に合わせて具体的に巻線設計を行う必要
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があるところ，技術資料では，整列巻を実現するために必要な情報を被告らに与え

ており，これがなければ被告らは巻線設計を行うことができない。 

 さらに，トランスの設計においては，温度上昇に配慮する必要があるが，技

術資料では，容量ごとに負荷損と温度上昇の関係をグラフにしたものをノウハウ情

報として被告らに与えており，これがなければ被告らは顧客の要望に沿ったトラン5 

スの設計を行うことができない。 

 鉄心巻込作業は，コアマックを用いて行われるが，その際には巻鉄心の弾性

限界を超えて巻きほぐすことのないよう留意しなければならず，ノウハウ情報であ

る，鉄心巻込における弾性限界内で作りうる大円の最大径の情報が不可欠となる。 

イ 本件技術資料に開示されたデータの意味に関する被告大阪高波らの主張に10 

ついての反論 

 鉄心巻込法について 

ＷＢトランス用の巻鉄心には，大きさの異なる９種類のものがあり，小さい巻鉄

心を巻き込む際には本件技術資料に示された弾性範囲内で作り得る大円の最大径を

超えて広げることができてしまうから，被告らは，上記情報を利用して，許された15 

範囲内に収まるように鉄心巻込装置及び巻鉄心を扱う必要がある。したがって，当

該情報は，ＷＢトランスの製造に不可欠の情報である。 

  鉄占積率について 

 パンフレット等で公開されている数値は，方向性珪素鋼板自体の値であって，こ

れを円筒状に巻いて製造される巻鉄心の鉄占積率は異なる値となる。そして，巻鉄20 

心の鉄占積率は，トランスの磁束密度を左右し，ひいては巻線回数を左右する値で

あるから，ＷＢトランスの設計・製造にとって不可欠な情報である。 

  ワニスについて 

 ＷＢトランスにおけるワニス含浸は，トランスに負荷をかけた際に巻線に発生す

る熱を効率よく伝導させ放熱させるための工程であるから，平成７年及び平成２４25 

年技術資料の５頁に示されたワニスの情報は，下記温度上昇データとあいまって意
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味のあるデータである。 

  磁束速度及び鉄損について 

 上記 と同様に，パンフレット等で公開されている数値と，巻鉄心における数値

とは異なるのであり，これらはトランスの設計において不可欠な数値である。 

  Ｖ／Ｔ値及び銅占積率について 5 

 被告大阪高波らは，トランスの設計においては必要な数値であるが，製造にあた

っては必要ではないと主張するが，トランスを設計することなく製造することがで

きないのは自明であって，上記主張には意味がない。 

 また，Ｖ／Ｔ値は一次巻回数を，銅占積率はコイルの断面積を知らなければ，算

出することは不可能である。 10 

  一次巻回数及び二次巻回数について 

 被告大阪高波らが，ＷＢトランスの巻回数を計算・調整（簡易設計）するために

は，本件技術資料において提供される一次巻回数・二次巻回数の情報が必要となる

はずである。すなわち，被告大阪高波らのいう「簡易設計」とは，原告が提供する

ノウハウの応用であって，提供された情報通りの製品を作る場合にも，算出の基礎15 

として当該情報が必要となる。導体，電流密度及び導体重量（それぞれ一次側及び

二次側）についても同様である。 

  銅損，抵抗及び全負荷損について 

 上記 と同様に，パンフレット等において公開されている数値は銅線自体の抵抗

値であり，ＷＢトランスの構成部としてのコイルにした場合の値とは異なる。そし20 

て，コイルの銅損を求めるためには，巻線の長さ（巻回数）と太さ（電流密度）が

必要であるところ，これらは原告から提供を受けなければ判明しない数値である。 

  無負荷損について 

 上記 のとおり，ＷＢトランスにおける鉄損の値は，方向性珪素鋼板のパンフレ

ット記載の数値から算定できるものではない。加えて，無負荷損は巻鉄心を鉄心巻25 

込み装置を用いてコイルボビンに巻き込み，ワニス含浸をした後の状態における値
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であり，これらの作業によって生じる劣化を考慮に入れる必要があるところ，原告

は，本件 技術資料において当該修正に必要なパラメータを提供している。この数

値は，川鉄電設において数多くの試作を行った結果から得られた値であり，原告か

ら提供されない限り知り得ない数値である。 

  巻鉄心の磁化特性及び鉄損特性について 5 

 被告大阪高波らは，提供を受けている巻鉄心の特性が分からなければトランスの

設計・製造はできないのであるから，これらの数値は必要不可欠である。 

  温度上昇について 

 変圧器設計の核心とその困難は，トランスの温度上昇の制御にあるのであって，

客先の要求に応じたトランスを設計するにあたっては，その使用環境の下で許され10 

る大きさのコイルボビン・巻鉄心を利用することを前提として，本件技術資料にお

いて提供された温度上昇データを用いて行わなければならず，当該情報は必要不可

欠である。 

 巻線計画，巻線仕様書，巻回数について 

 被告大阪高波らが主張するように簡単に計算できるのは，当該コイルボビンに当15 

該巻線を巻き付けうる最大値であって，特定の性能を有するトランスを作成するた

めに必要な巻回数ではない。 

ウ まとめ 

以上のとおり，本件各基本契約の条項・体裁等，当初契約及び追加契約締結の経

緯，本件各特許権の特許情報と本件技術情報が互いに異なるものであり，本件技術20 

情報がＷＢトランスの設計・製造に不可欠であることから，本件各基本契約は，本

件各特許権の実施許諾を内容とするものではなく，ノウハウである本件技術情報の

使用を許諾するところのノウハウライセンス契約というべきである。 

【被告大阪高波らの主張】 

⑴ 本件各基本契約は本件各特許権の通常実施許諾契約であること 25 

一般的に，特許権実施許諾契約の締結に至るまでに，当該特許権を実施できるよ
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うに技術指導やノウハウの提供がなされるのであって，技術指導契約等は段階を踏

んで手続が進むことから特許権実施許諾契約とは別個に締結されることになるが，

これはあくまで特許権実施許諾契約に向けての手順に過ぎず，特許権実施許諾契約

が成立したときに全体を実質的にみれば，手順の中で締結した各契約の内容も特許

権実施許諾契約に包含されていると評価すべきである。 5 

⑵ 本件各基本契約締結の経緯 

ア 当初契約締結の経緯 

川鉄電設は，西本合成販売からの紹介を受け，平成５年１１月１８日，工業会所

属のトランスメーカーのうち数社を招き，ＳＣトランスについての説明会を開催し，

その中で，ＳＣトランスをボビン化したいという話をした。 10 

川鉄電設と西本合成販売は，平成６年５月３０日，本件各特許権の優先権の基礎

となる出願を行い，川鉄電設は，同年１１月２４日，工業会との間で，西本合成販

売と共同開発中であったＷＢトランスについて，工業会の会員に対し，優先的に通

常実施権を許諾する旨の覚書を作成した。 

川鉄電設は，同年１２月８日，川鉄電設の西宮工場においてＳＣトランスについ15 

ての研究会を行った際に，工業会の会員に対し，ＷＢトランスに係る技術につき特

許出願中であることを示した上で，①特許設定登録後は通常実施権の許諾をなすこ

と，②同許諾をなす対象の企業を，工業会会員及び工業会が承認する企業に限定す

ること等を説明した上で，製造，販売の実施権契約の希望の有無を尋ねる本件アン

ケートを実施した。 20 

被告大阪高波らは，川鉄電設の説明を聞き，川鉄電設からライセンスを受けずに

ＷＢトランスに係る技術を実施することはできないと理解した。 

川鉄電設と西本合成販売は，平成７年３月３１日，本件特許権１について特許出

願を行い，川鉄電設と被告大阪高波ら８社は，同年４月６日，川鉄電設大阪本社に

おいて，第一陣として当初契約を締結した。川鉄電設のＰ３社長（当時）は，川鉄25 

電設が巻鉄心トランス等関連技術について複数の特許出願をしていること，同年７
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月にはトランスメーカー各社に対してコアマックの搬入を行うこと等を話し，被告

大阪高波らに対し，当初契約により，本件各特許権の通常実施権設定を受けること

になる旨の説明をしたが，このとき，被告大阪高波らが本件技術情報を見ることは

なかった。 

被告大阪高波らは，当初契約締結後に，川鉄電設から平成７年技術資料を受領し，5 

一目見て，参考にはなるかもしれないが特に有益な情報ではないと感じたが，当初

契約に付随するものととらえたため，特に異議や苦情を述べることはしなかった。 

川崎電鉄は，同年５月１６日ないし１９日，第一陣で契約したトランスメーカー

を対象に，ＷＢトランスの技術セミナーを実施し，本件特許権２について説明した。 

イ 追加契約の締結の経緯 10 

当初契約では，１００ＶＡ，１５０ＶＡ，２００ＶＡ，３００ＶＡ，５００ＶＡ，

７５０ＶＡ，１０００ＶＡ，１５００ＶＡの規格のＷＢトランスがライセンス対象

とされていた。 

その後，川鉄電設は，平成１３年２月から３月にかけて，被告大阪高波らに対し，

２０００ＶＡ及び２５００ＶＡのＷＢトランスについて追加契約を行うように申し15 

入れ，被告大阪高波らは，これに応じて上記規格のＷＢトランスについても追加契

約をした。 

追加契約時に提供された平成１３年技術資料に有用性がないことは，当初契約の

際に提供された平成７年技術資料と同様である。 

被告大阪高波らが，追加契約の締結に応じ，イニシャルフィーを支払ったのは，20 

あくまで，当初契約が１００ないし１５００ＶＡの規格のみをライセンスの対象と

していたこと，被告大阪高波らが指定業者から２０００及び２５００ＶＡ用の巻鉄

心，コイルボビン及びフレームを入手するためには，川鉄電設と追加契約を締結す

るほかなかったことによる。 

ウ このような経緯を経て，本件各基本契約が締結されたのであるから，本件各25 

基本契約は本件各特許権の実施許諾契約であるというべきである。 
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⑶ 本件各基本契約の契約文言及び形態等 

ア 契約文言等について 

本件各基本契約に係る契約書２条の表題は「実施許諾」とされ，同７条において

も，原告が取得するＷＢトランスに関する特許権等に関して被告らに通常実施権を

許諾する旨の記載がある。 5 

本件各特許権の優先権の基礎となる出願は平成６年５月３０日，本件特許権１の

出願は平成７年３月３１日，その設定登録は平成１３年９月７日であるところ，当

初契約は，平成７年４月６日から平成１０年９月２８日までの間に締結され，原告

及び川鉄電設と被告高波らは，本件特許権１が設定登録された後も，本件各基本契

約を締結し直さなかった。 10 

イ 契約の形態について 

特許権出願前の段階であっても，先行して発明内容の製品化を行いたい場合には，

特許権が認められることを見越して契約を締結する場合があり，このときに，便宜

的に，本件各基本契約のように，「ノウハウライセンス契約」等の一つの契約によ

り処理されることも一般的である。 15 

本件においては，本件各特許権となった発明とノウハウが別個に存在しているの

ではなく，後記のとおり，特許権の対象となった発明があるのみである。そして，

契約締結当初に実施されるべき技術援助や本件技術情報の提供も，特許権実施許諾

契約（本件各基本契約）の中に含まれている。 

ウ イニシャルフィーの支払 20 

被告大阪高波らは，本件技術情報の対価として，別紙イニシャルロイヤルティ一

覧のとおりイニシャルフィーを支払っている。 

エ まとめ 

以上のとおり，本件各基本契約が締結された時期的経緯や本件各基本契約に係る

契約書の２条及び７条の文言，本件各基本契約の形態からも，本件各基本契約は，25 

本件各特許権の実施許諾契約であり，ランニングロイヤルティは，その実施許諾に
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対する対価というべきである。 

⑷ 本件技術情報の内容 

ア 指定業者からの一部部品の購入 

トランスメーカーがＷＢトランスを製造するにあたり，必要な材料及び機械は，

①巻線機，②銅線，③鉄心巻き込み装置（コアマック），④コイルボビン，⑤巻鉄5 

心，⑥絶縁テープ，⑦ワニス（表面保護用塗料）であるところ，このうち，コアマ

ック（③）は川鉄電設が開発した機械であり，被告大阪高波らは，西本合成販売か

ら購入して使用しており，コイルボビン（④）及び巻鉄心（⑤）は，それぞれ本件

各基本契約２条３項による指定業者である西本合成販売と日本磁性材工業から購入

している。 10 

 イ 本件技術情報について 

 本件各基本契約締結の際に，川鉄電設から被告大阪高波らに対して提示された本

技術情報には，鉄心巻込法やＷＢトランスの参考値，ＷＢトランスの寸法等が記載

されているにすぎず，これらは，トランスメーカーである被告大阪高波らが，上記

指定業者から組立部品となる鉄心，コイルボビン，フレームを購入し，川鉄電設の15 

指定業者から購入したコアマックを使用してトランスを製造するためには何ら必要

のない情報である。 

そのため，被告大阪高波らは，本件技術情報のうち，鉄心の磁束密度や断面積及

び銅線の電流密度（いずれもメーカーの公知資料から知ることができる。）等を参

考にしたことはあっても，それ以外の数値は全く利用していない。 20 

また，本件技術資料中のデータは参考値や理論値であって，被告大阪高波らが実

際に製作してきたトランスの各数値と異なる。 

 ウ 個別のデータについて 

 原告は，被告らに対し，本件技術情報として平成７年，１３年，２４年の各技術

資料記載の情報を開示したと主張するため，以下，同技術資料に記載された個別の25 

データについて検討する。 
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  鉄心巻込法について 

 被告大阪高波らは，西本合成販売からコアマックを購入しているため，鉄心巻込

法に関する情報は不要である。 

 また，弾性限界内で作りうる大円の最大径に関する情報は，川鉄電設の方向性珪

素鋼板の開発データにすぎず，巻き直し作業を行う際に鉄心を内径（小円径）に対5 

して外径（大円径）をどこまで広げても特性が落ちないかという観点で記載されて

いるが，コアマック自体がその限度内にしか設定できない構造となっているため，

被告大阪高波らがその情報を知る必要はない。 

 方向性珪素鋼板の弾性曲げの影響に関する情報は，方向性珪素鋼板（鉄心）にど

の程度のひずみが生じた場合にどの程度特性が落ちるのかということを示すグラフ10 

であるが，被告大阪高波らは，かかる性能を有した方向性珪素鋼板を用いて製造さ

れた巻鉄心を購入しているのであり，トランスの製造に必要なデータではない。 

 なお，被告大阪高波らは，巻鉄心を広げ過ぎればひずみが生じて磁性が落ちるこ

とは基本的な事項として認識しており，日本磁性材工業において焼鈍を経て製造さ

れた巻鉄心をできるだけ広げずに巻込み及び巻締めをすることは，当然である。し15 

たがって，巻鉄心をどこまで広げうるかという最大円について，トランスメーカー

は知る必要がない。 

  電気設計の要点について 

 鉄占積率とは，材料となる方向性珪素鋼板が有する特性であるところ，被告大阪

高波らは，かかる方向性珪素鋼板を用いて製造された巻鉄心を購入しているため，20 

不要な数値であるし，鉄占積率は，一般的に方向性珪素鋼板のパンフレット等にお

いても公開されている公知の数値である。また，巻鉄心の鉄占積率は，巻鉄心メー

カーである日本磁性材工業に問い合わせれば開示される内容である。なお，巻鉄心

の鉄占積率は，一定の想定範囲内に収まっているのが通常であり，万一これが開示

されていなかったとしても，設計作業に大きな影響は生じない。 25 

 ワニスについても，川鉄電設が試作の際に使用した一つの実験例が記載されてい
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るにすぎず，被告大阪高波らは，それぞれ異なるメーカー・型番のワニスを使用し

ているため，特に不要な情報である。 

  電気設計一覧表について 

 当該表記載の各数値は，川鉄電設が試作したトランスについての数値にすぎず，

一つの実施例にすぎない。 5 

 ⒜ １ないし７（相数，周波数，容量，定格電圧（一次，二次），絶縁の種類，

捲線の温度上昇限度）は，所与の条件であり，ノウハウ性がない。 

 ⒝ ８（磁束密度）と１１（鉄損）は，材料となる方向性珪素鋼板が有する性質

であるところ，被告大阪高波らは，方向性珪素鋼板を用いて製造された巻鉄心を購

入し，これらの数値はパンフレット等により公開されている。 10 

 ⒞ ９（Ｖ／Ｔ（ボルト・パー・ターン））は，巻き数１ターンに誘起する電圧

を指すが，定格電圧（一次）を一次巻回数で除すことによって算出することも可能

な数値であり，トランスの設計に当たっては必要であるが，トランスの製造に当た

っては不要である。 

 ⒟ １０（銅占積率）は，コイル断面積に対して銅線（巻線）が占める割合を指15 

すが，コイルボビンの断面図及び銅線の製品仕様から公式により容易に算出可能で

あるし，トランスの製造に当たり必要な数値ではない。 

  １３（鉄心寸法）と１５（鉄心単体重量）についても，被告大阪高波らは，

これらの条件を充たす製品としての巻鉄心を購入しているのであり，トランスの製

造に当たっては不要な数値である。また，市場に出回っているＷＢトランスの製品20 

から測定することもできる。 

 ⒡ １４（ｈ／ｔ比），１６（鉄心断面積）及び１７（磁路長）は，１３で明ら

かになっている鉄心寸法から容易に算出であるし，１７については，市場に出回っ

ているＷＢトランスの製品から測定することもできる。 

 ⒢ １８（励磁電流）は，一つの巻線に定格周波数の定格電圧を加え，他の巻線25 

をすべて開放した時の線路電流実効値（いわゆる待機電力のこと。），１９（Ｉо）
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は１８をその巻線の定格電流に対する百分率で表したものを指すが，公式によって

算出したり計測器によって測定したりすることも可能である。１２（励磁実効電流）

も同様である。 

 ⒣ ２０（一次巻回数）及び２６（二次巻回数）は，一次側及び二次側にそれぞ

れ銅線を何回巻き回しているかの回数であるが，これらは川鉄電設が試作したトラ5 

ンスにかかる数値であり，一つの実施例にすぎないし，市販されている巻回数測定

器を使えば，市場に出回っているＷＢトランスから容易に測定することができる。

また，被告大阪高波らは，各社において巻回数等を計算・調整（簡易設計）してト

ランスを製造しているから，被告大阪高波らがトランスを設計するために必要な数

値ではない。 10 

 ２１及び２７（導体（一次側・二次側），巻線（銅線）の径），２２及び２

８（電流密度（一次側・二次側），銅線の単位面積当たりの電流の大きさ），並び

に２３及び２７（導体重量（一次側・二次側），銅線の重量）も同様である。 

なお，電流密度は，実験により計測・算出することで明らかになる。 

 ⒥ ２５及び２９（銅損（一次側・二次側））は，銅線自体が持つ電気抵抗によ15 

り発生する損失であり，２４及び２８（抵抗７５度（一次側・二次側））は，その

抵抗値であるところ，これらの数値は銅線のパンフレット等において公開されてい

る数値から算出可能であり，３０（全銅損）は２５及び２９の数値を加えることで

算出できる。 

⒦ ３１（全負荷損）はほぼ銅損のことを指し，３２（無負荷損）はほぼ鉄損の20 

ことを指し，３３（全損失）は３１及び３２の数値を加えることで算出できる。 

⒧ ３４（各所寸法）及び３５（変圧器外形）は物理的な数値であり，市場に出

回っているＷＢトランスから容易に測定することができる。 

⒨ ３６（効率。変圧器における出力の入力に対する比），３７（電圧変動率。

無負荷時と全負荷時とで変動する電圧変動の割合），３８（電圧偏差。定格負荷電25 

圧と定格電圧の差）は，測定又は上記までの数値及び公式により容易に算出できる。 
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 ⒩ ３９（全鉄心重量），４０（全導体重量），４２（全重量）も，上記までの

数値により算出可能であるし，市場に出回っているＷＢトランスから容易に測定す

ることができる。トランスの製造に必要なデータではない。 

  ＷＢトランスの設計書データについて 

 これらのデータについて，被告大阪高波らが受け取った記憶はない。 5 

 これらのデータのうち，上記 一覧表において主張していない数値は，当該トラ

ンスにどの程度抵抗があるかという指標として利用されるが，トランス製造におい

て必要な数値ではないし，被告大阪高波らにおいて測定することも可能である。 

  巻鉄心の磁化特性，巻鉄心の鉄損特性について 

 これらは，材料となる方向性珪素鋼板が有する特性であるが，被告大阪高波らは，10 

方向性珪素鋼板を用いて製造された巻鉄心を購入しており，トランスの製造に必要

な数値ではない。 

 原告の主張するように，方向性珪素鋼板のカタログ記載値と加工された巻鉄心の

実数値は，完全に同一ではないかもしれないが，カタログ記載値はメーカーとして

の保証数値であって少しマージンが設けられているし，加工時に生じたひずみは焼15 

き鈍し工程で除去されているから，カタログ記載と加工後の実数値の間には，トラ

ンスの設計にあたり有意な差はない。また，被告大阪高波らは，巻鉄心の提供元で

ある日本磁性材工業に対し，いつでも実数値を確認することができるし，磁束密度

等は，実験により簡単に測定することもできる。 

  ＢＳＷシリーズのＶ／Ｔ，温度上昇，コイルボビン基本外形図，巻線計画，20 

巻線仕様書，巻回数，外形寸法及び重量について 

 Ｖ／Ｔ で述べたとおりであり，その余は，いずれも物理的な

数値であって，市場に出回っているＷＢトランスから測定可能であったり，公知で

あったり，測定値から計算により算出可能であったり，あるいは実施例にすぎず，

ＷＢトランスの製造に当たり必要とはいえない数値である。 25 

  まとめ 
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 以上のとおり，本件技術情報には，被告大阪高波らが，ＷＢトランスを設計・製

造する上で有用な情報は含まれていない。 

⑸ 本件技術情報に関する原告の主張に対する反論 

原告は，本件特許権はＷＢトランスに係る技術の主要部ではなく，本件技術情報

がなければＷＢトランスを製造することは不可能であると主張する。 5 

 しかし，特許出願には，発明，産業上の利用可能性，新規性，進歩性，実施可能

要件などの要件を満たす必要があるところ，上記原告の主張は，本件各特許権が実

施可能要件を満たしていないと主張するのと同義である。 

 また，そのような価値のない技術について，特許出願する必要性やメリットはな

いところ，特許権を出願していなければ，情報としてのノウハウは公知となったと10 

たんにその価値を失う。本件では，製品としてのＷＢトランスが市場に出回り，リ

バースエンジニアリングが可能となった時点で，本件技術情報は公知となる。一方，

特許権は設定登録されれば，公知となった後も消滅するまでは排他的な権利を持つ

のであるから，少なからぬコストを負担して本件各特許権について特許出願を行っ

た原告が，本件各特許権は本件技術の主要部ではないと主張することは認められな15 

い。 

 ⑹ まとめ 

 以上のとおり，本件各基本契約締結の経緯，文言，契約の形態，本件技術情報の

内容を総合すると，本件各基本契約は，ノウハウである本件技術情報の使用に対し

対価を支払うノウハウライセンス契約ではなく，本件各特許権の実施許諾に対し対20 

価を支払うことを内容とする特許権の実施許諾契約である。 

【被告東京トランスの主張】 

⑴ 本件各基本契約は本件各特許権の通常実施権の設定契約であること 

本件各基本契約の実態は，第２条の表題に「実施許諾」と記載され，第７条にお

いて通常実施権を許諾すると明文化されているとおり，原告が保有していた本件各25 

特許権に係る通常実施権の設定契約である。 
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⑵ 本件技術情報の価値について 

 原告が，本件技術情報として被告らに提供した各種データは，原告が自認すると

おり，「特定容量のトランスについて一定の標準的データを提供するもの」にすぎ

ず，ライセンシーが本件各特許権の使用許諾を得るかどうかの判断基準となる本件

各特許権の標準性能を表したデータにすぎない。 5 

 被告らトランスメーカーは，ＷＢトランスの設計・製造にあたり，顧客からのオ

ーダーに応じて，その規格・基準に合った設計を行う過程で試行錯誤を繰り返し，

独自にデータを計測し蓄積することにより商品化に至るのであって，被告東京トラ

ンスは，顧客からの各オーダーに応じたトランスを商品化するために，各種データ

や設計技術を独自のノウハウ（丙１～５）として積み上げ利用している。 10 

一方，原告から提供を受けた技術資料の各種データは，標準性能としての目安と

なり，それまでのデータ測定・集積の時間を短縮する効果はあるにすぎず，本件技

術情報だけではＷＢトランスの商品化（設計・製造）を行うことは不可能である。 

 ⑶ 原告による技術援助について 

 被告東京トランスは，原告から，当初指示により購入した鉄心巻込装置の使用方15 

法について一度指導を受けたにすぎず，それ以外の技術指導を受けたことはない。 

 ⑷ 被告大阪高波らの主張の援用 

 本件各基本契約締結の経緯及び原告が提供した本件技術情報に有用性がないこと

に関し，被告大阪高波らの主張を援用する。 

 ⑸ まとめ 20 

 以上より，被告東京トランスを含む各トランスメーカーが，特許出願公開情報で

はなく，ノウハウ（本件技術情報）に価値を認めて基本契約を締結し，対価を支払

ってきたということはあり得ない。 

 ２ 争点⑵（本件各特許権の特許期間満了により，ロイヤルティの支払義務は消

滅したか。）について 25 

【被告大阪高波らの主張】 
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 ⑴ 本件各基本契約の終了（主位的主張） 

 前記１で主張したとおり，本件各基本契約は本件各特許権の実施許諾を内容とす

るものであり，ロイヤルティの支払はこれに対する対価である。 

 本件各基本契約の文言上ロイヤルティ支払の終期は定められていないが，前記１

で主張したとおり，川鉄電設又は原告と被告らは，本件各特許権の実施許諾を目的5 

と明示して本件各基本契約を締結したのであるから，本件各特許権が期間満了によ

り消滅し，その技術を自由に使用することができるようになった時点で，本件各基

本契約を終了するという黙示の合意があったか，あるいは，契約の目的が達せられ

なくなったことにより当然に終了したというべきである。 

 本件各特許権は平成２７年３月３１日に期間満了により消滅したから，被告らは，10 

同年４月１日以降のＷＢトランスの製造，販売について，原告にロイヤルティを支

払うべき義務を負わない。 

 ⑵ 本件各基本契約の無効（予備的主張） 

 仮に本件各基本契約が，本件各特許権が消滅した後にも契約が存続する限り実施

料を請求し得る旨を定めたものであるとすれば，特許法が特許の存続期間を出願か15 

ら２０年とし，２０年経過後の技術は公有になるとした趣旨が没却され，公正取引

委員会の指針においても，不公正な取引方法に該当するとされているから，本件各

基本契約の定めは民法９０条に照らし無効というべきである。 

 また，仮に本件各基本契約がノウハウライセンス契約であるとしても，ノウハウ

が公知となった後も長期間のノウハウ使用の対価を求めることは，やはり不公正な20 

取引方法にあたるというべきであるし，被告らは，本件技術情報の提供と引換えに，

多額のイニシャルフィーを支払っているのであるから，本件各基本契約が，本件各

特許権の期間が満了した後に，ノウハウ使用に対するロイヤルティを支払うべきこ

とを定めているとすれば，民法９０条に照らし無効というべきである。 

【被告東京トランスの主張】 25 

 本件各基本契約の実体が，本件各特許権の通常実施権の許諾契約であることは前



 

 

32 

 

記１で主張したとおりであり，被告東京トランスが原告に支払うロイヤルティは，

本件各特許権の実施許諾に対する対価である。 

 本件各特許権が平成２７年３月３１日に存続期間満了により消滅し，原告が，本

件各基本契約の核心である本件各特許権の実施許諾をすることが無意味，あるいは

不能となった以上，本件各基本契約は当然に終了し，同年４月１日以降，原告に対5 

するロイヤルティ支払義務は発生しない。 

 ライセンサーがライセンシーに対し，技術に係る権利が消滅した後においても，

ライセンス料の支払義務を課す行為は，公正取引委員会の指針に照らし不公正な取

引方法に該当し許されない。 

【原告の主張】 10 

 前記１のとおり，本件各基本契約は，本件各特許権の実施許諾契約ではなく，ノ

ウハウライセンス契約であるから，本件各特許権の消滅によっても当然に終了する

ことはなく，被告らは，平成２７年４月１日以降も，ＷＢトランスの製造，販売に

対し，ロイヤルティの支払義務を負う。 

 ３ 争点⑶（被告らがＷＢトランスを製造，販売することは不正競争行為に当た15 

るか。）について 

【原告の主張】 

⑴ 営業秘密性 

本件技術情報は，本件技術資料に集約され，これを交付することにより開示・提

供されてきたのであるから，本件技術情報は，原告及び被告らにおいて，秘密とし20 

て管理されてきた。よって，本件技術情報は，営業秘密に当たる。 

⑵ 有用性 

前記１のとおり，本件技術情報は，ＷＢトランスの設計・製造に不可欠なもので

あり，その全体が有用なノウハウの蓄積である。 

⑶ 非公知性 25 

本件技術情報は，被告ら及び原告が本件各基本契約と同様の契約を締結している
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訴外の特定トランスメーカーのみに開示されているところ，これらすべてのトラン

スメーカーは秘密保持義務を負う。 

したがって，本件技術情報は，原告の管理下以外では一般に入手できないもので

あり，非公知である。 

⑷ 被告らによる本件各基本契約解除後のノウハウの使用 5 

被告らは，原告が本件各基本契約を解除した後も，本件技術情報を使用して別紙

差止等目録記載の変圧器を製造，販売している。 

⑸ 不正の利益を得る目的 

以上より，被告らは，不正の利益を得る目的で営業秘密を使用しており，不正競

争法２条１項７号の不正競争を行っている。 10 

⑹ まとめ 

よって，原告は，被告らの上記不正競争行為により営業上の利益を侵害されてい

るから，被告らに対し，同法３条１項，２項に基づき，別紙差止等目録の変圧器の

製造，販売の差止めを求め，被告らの占有に係る同変圧器の廃棄を求める。 

【被告大阪高波らの主張】 15 

 ⑴ 営業秘密性 

川鉄電設が主導して作成し，被告大阪高波らと連名で販売先に配布したパンフレ

ット（乙３），及び平成１３年に川鉄電設が原告に対しＷＢトランス事業を譲渡し

た後に原告が主導して作成したパンフレット（甲５７）には，本件技術情報に記載

されたＷＢトランスの外径寸法，重量等の数値が表示されているため，これらの数20 

値については，原告によって開示がなされているものとして営業秘密に該当しない。 

 ⑵ 有用性 

 本件技術情報には，前記１のとおり，鉄心巻込法やＷＢトランスの参考値，ＷＢ

トランスの寸法が記載されているところ，トランスメーカーが川鉄電設の指定業者

から鉄心，コイルボビン，フレーム，コアマックを購入してトランスを組み立てる25 

にあたって，なんら必要のない情報である。また，本件技術情報には，鉄損値や磁
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束密度も掲載されているが，これらもトランスメーカーがトランスを組み立てるに

あたって必要不可欠な情報ではない。 

 ⑶ 非公知性 

 上記⑴のとおり，本件技術情報の一部については，川鉄電設及び原告が作成した

パンフレットに掲載されたことによって公知となっている。 5 

 また，本件技術情報は物理的な値であって，使用する銅線や鋼板のメーカーが公

開している数値から計算可能なものも多く，さらに本件各基本契約締結後，被告ら

がＷＢトランスを流通に置いた時点で，リバースエンジニアリングを行って測定，

計測，計算することで，本件技術情報の内容を得られる状態になったから，その時

点で本件技術情報は公知となったというべきである。 10 

 ⑷ まとめ 

 以上より，本件技術情報は，営業秘密に該当せず，被告らの行為は不正競争行為

に当たらない。 

【被告東京トランスの主張】 

 被告大阪高波らの主張を援用する。 15 

 ４ 争点⑷（未払いロイヤルティの額） 

【原告の主張】 

被告らは，本件各基本契約に基づき，平成２７年４月１日以降もノウハウ使用の

対価としてのロイヤルティ支払義務を負っており，同年９月末までに，同年３月か

ら８月までの間のＷＢトランスの販売数量等を原告に報告し，ロイヤルティを支払20 

うべきところ，これを拒んでいる。 

被告らが原告に支払うべき同年４月から８月までのロイヤルティ額は，被告西村

無線電機を除き平成２６年４月から８月までと同額と推計され，同期間の実績がゼ

ロである被告西村無線電機については，同年９月から平成２７年２月の実績の６分

の５と推計されるので，原告は被告らに対し，別紙損害推計一覧表記載の金員及び25 

これに対する本件各基本契約所定の支払期限の翌日である同年１１月１日から支払
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済みまで商事法定利率による遅延損害金の支払を求める。 

【被告らの主張】 

 争う。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実（前提事実及び後掲各証拠又は弁論の全趣旨から認定できる事実） 5 

 ⑴ 川鉄電設によるＷＢトランスの開発，本件各特許権の出願及び本件アンケー

トの実施等（乙２８） 

 ア 川鉄電設は，親会社である川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社。

以下「川崎製鉄」という。）の戦略商品である方向性珪素鋼板を使用した小型・高

性能のトランスとしてＳＣ（スパイラルコア）トランスの開発を行い，平成元年に10 

は展示会の賞を受賞するなどしたが，平成２年にはＳＣトランス事業からの撤退を

一旦決めた後，平成４年１０月に事業化の再検討を開始した（甲７９，乙４）。 

 イ 川鉄電設は，平成５年１１月１８日，工業会所属のトランスメーカーのうち

数社に対し，ＳＣトランス事業から一旦撤退したのは，ＳＣトランスに製造方法の

単純化・自動化が進まないといったコスト上の問題があったためであること，事業15 

化再検討にあたっての課題は自動化等コストダウンであること，５００ＶＡ以下の

トランスについてはボビン化を検討していることを説明した（乙４，２８）。 

 ウ 川鉄電設は，コスト面で問題があるとしてＳＣトランスの生産を最終的に中

止し，新発想のトランスとして，コイルボビン式鉄心変圧器であれば，小型，高性

能であり製造コストも低減できるとして，ＷＢトランスの開発を進めた（乙１，２20 

８）。 

 川鉄電設において，ＳＣトランス及びＷＢトランスの開発は，同社の変圧器事業

室長であり，後に原告を設立するＰ２が中心となって行い，川鉄電設は，ＷＢトラ

ンスに用いるボビンの開発を，コイルボビンの専門メーカーである西本合成販売と

共同で進めた（前提事実，乙１）。 25 

 エ 川鉄電設と西本合成販売は，平成６年５月３０日，本件各特許権の優先権主
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張の基礎となる出願として，変成器及び変成器用のコイルボビンの発明について，

両社を特許出願人，Ｐ２及び西本合成販売の代表者であるＰ４の２名を発明者とす

る特許出願の手続を行った（甲７８の１）。 

 オ 川鉄電設は，同年１１月２４日，工業会との間で，川鉄電設の開発したＷＢ

トランスを世に広めること等を目的として覚書を作成し，川鉄電設は工業会の会員5 

に対し最優先的にＷＢトランスの通常実施権を許諾すること，工業会の会員に対し

て最優先的に実施許諾する期間を平成７年４月から平成１０年３月までの３年間と

すること，当初開発が行われていた１５００ＶＡまでのトランスとは別に，２００

０ＶＡ超のトランスの技術を公開する場合は，工業会の会員に対し，優先的に公開

すること等を合意した。 10 

 また，川鉄電設は，前記覚書に付帯文言を付して，ＷＢトランスの通常実施権許

諾に関し，実施許諾した工業会の会員に対し，ＷＢトランスの設計，品質保証に関

する技術指導をセミナー形式で少なくとも１回開催すること，技術並びに過去の使

用例や実績についての資料を，可能な範囲で提供すること等を約した（甲８３，乙

４）。 15 

 カ 川鉄電設は，平成６年１２月８日，ＳＣトランス研修会の名目で工業会の会

員であるトランスメーカーを集め，特許出願中のコイルボビン式巻鉄心変圧器（Ｗ

Ｂトランス）について，①焼鈍済リングコアのコイルへの巻込技術，ＷＢトランス

（８０～１５００ＶＡ）の標準電気関係設計書，ＷＢトランスの捲線，ワニス含浸，

温度上昇等の技術データを公開又は提供すること，②特許出願中の鉄心巻込装置，20 

ＷＢトランス用焼鈍済リングコア，標準コイルボビン及びフレームを提供すること，

③ロイヤルティは，イニシャルフィー１社１００万円，ランニングフィーとして出

荷額の３％であること，④提供する鉄心巻込装置の予定価格は１８０万円であり，

標準コイルボビン及びフレームの価格表は近日配布すること，⑤ＷＢトランスの標

準品についての技術資料は無償，新製品の技術援助は有償であること，⑥契約企業25 

は工業会の会員会社及び工業会承認の企業に限定すること，⑦契約日は平成７年を
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予定していることを説明した上で，工業会の会員であるトランスメーカーに対し，

上記技術公開の概要を基本にした製造，販売の実施権契約について，希望する，希

望しない，様子をみる，その他のいずれであるかを，アンケート形式により回答さ

せた（本件アンケート。甲６６）。 

 ⑵ 当初契約の締結 5 

 ア 川鉄電設及び西本合成販売は，平成７年３月３１日，前記⑴エの出願を優先

権主張の基礎として，両社を出願人，発明者をＰ２及びＰ４として，変成器及び変

成器用のコイルボビンの発明に関する本件特許権１の特許出願を行った。 

 本件特許権１の特許請求の範囲には，「外周全体に凹状溝が設けられたコイルボ

ビンと，該コイルボビンの凹状溝に導線を所要回数巻き付けてなる巻線」，鉄心巻10 

込部の「外周面は断面形状が上記巻鉄心の内径と等しい曲率の円弧状である曲面」

（請求項１），「上記凹状溝の断面形状を，底壁と側壁が１２０°の角度をなして

接続する船底状としたことを特徴とする」（請求項３），「上記凹状溝の断面形状

を，底壁と側壁がほぼ直交して接続する矩形状としたことを特徴とする」（請求項

４）といった記載がある（甲６０）。 15 

 また，本件特許権２は，平成１３年５月１日に本件特許権１から分割出願された

特許権であり，「円筒状に巻回された電磁鋼板が焼鈍されてなる変成器用の巻鉄心

であって，この巻鉄心の内周側の端部に」，「この巻鉄心が巻回されるコイルボビ

ンに設けた係止部を設け」（請求項１）ること等を内容とする発明である（甲６１）。 

 イ 川鉄電設は，平成７年４月６日，川鉄電設の大阪本社において，それまでに20 

契約希望を表明していた被告大阪高波，被告ウラックス電子，被告武蔵野通工，被

告清水電子工業，被告Ｐ１，被告山陽電氣工業，被告今井電機及び被告日幸電機と

の間で，前提事実⑶の内容で，当初契約を締結した。 

 契約締結の前に，川鉄電設のＰ３社長（当時）は，川鉄電設において，円形コイ

ルボビン，巻鉄心トランス，鉄心巻込装置内２件及びフレーム形態について特許出25 

願中であり，当初契約により，特許権の通常実施許諾を受けることになる旨を説明
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した（乙６，８）。 

 ウ その後，上記以外の被告らも，前提事実⑵アのとおり，平成１０年９月２８

日までに，当初契約を締結した。 

 ⑶ 技術指導等 

 ア 被告らは，当初契約締結後，前提事実⑶オ 記載のイニシャルフィーを川鉄5 

電設に支払い，川鉄電設は，平成７年技術資料を被告らに郵送した（乙２８）。 

 イ 川鉄電設は，平成７年４月２１日，当初契約を締結した被告らに対し，ＷＢ

トランスの技術セミナーの開催を通知した。同セミナーは同月５月１６日から１９

日までの４日間開催され，会社ごとに参加日が割り当てられた。同セミナーでは，

ＷＢトランスの電気設計概要，製造技術概要，鉄心巻込方法による鉄心形成につい10 

ての説明がなされたが，被告らが関心を有したのは，当初契約によって提供が予定

される，川鉄電設が新たに開発した鉄心巻込装置コアマックの使用方法であった（乙

２６ないし２８）。 

 ウ 川鉄電設は，前記イのセミナーの前後ころ，当初契約を締結した被告らに対

し，ＷＢトランスの製造に使用するコアマックを提供し，被告らはＷＢトランスの15 

設計，製造に着手した。 

 エ 被告らは，ＷＢトランスの設計，製造に関し，疑問点や依頼事項があると，

当初は川鉄電設でＷＢトランスの開発を担当していたＰ２に対し，平成１３年３月

の承継以降は原告元代表者に照会を行い，Ｐ２（原告元代表者）はこれに回答して

いたが，その中でファクシミリによるやり取りが証拠として提出されているものは20 

以下のとおりである（被告らからＰ２（原告元代表者）に対するファクシミリを１

通，これに対する回答を１通とするため，１つの照会事項につきファクシミリが往

復した場合は２通となる。）。 

  被告大阪高波は，平成９年にＰ２とファクシミリを４通やり取りした後，追

加契約（平成１３年３月）の後，同年から平成２０年にかけて，原告元代表者と６25 

通やり取りをした。内容は突入電流の測定結果その他である（甲１０７）。 
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  被告ウラックス電子は，Ｐ２との間で平成８年に１通，平成９年に１通，平

成１０年に８通，平成１２年に９通，平成１３年に１通のファクシミリのやり取り

をし，原告元代表者との間で平成１３年に２通，平成１４年に６通，平成１５年に

３通のファクシミリのやり取りをしたが，その後のやり取りはない。内容は，温度

上昇対策の依頼やトランスの設計依頼等であった（甲１０８）。 5 

  被告武蔵野通工は，Ｐ２との間で平成８年から平成１０年にかけて９通のフ

ァクシミリのやり取りをしたが，その後のやり取りはない。内容は，数値データの

送付依頼やトランスの設計依頼であった（甲１０９）。 

 被告清水電子工業は，平成８年から平成１１年にかけて，Ｐ２と１５通のフ

ァクシミリのやり取りをし，追加契約（平成１３年３月）後の同年と平成１４年に10 

原告元代表者と５通のやり取りをしたが，その後のやり取りはない。内容はデータ

の送付依頼やトランスの設計依頼，顧客からの照会についての質問等であった（甲

１１０）。 

 被告Ｐ１は，平成７年から平成９年にかけて２４通，平成１１年に２通のフ

ァクシミリをＰ２とやり取りし，追加契約（平成１３年２月）後の平成１４年に１15 

通，平成１６年に２通，原告元代表者とやり取りをしたが，その後のやり取りはな

い。内容は，変成器試験成績表の送付依頼が中心である（甲１１１）。 

 被告山陽電氣工業は，平成８年及び平成９年に３通のファクシミリをＰ２と

やり取りしたに止まる。内容は，顧客からの質問に対する照会等であった（甲１１

２）。 20 

 被告今井電機は，平成１０年から平成１２年にかけて１２通のファクシミリ

をＰ２とやり取りし，追加契約（平成１３年２月）後の同年に１０通のファクシミ

リを原告元代表者とやり取りしたが，その後のやり取りはない。内容はほとんどが

トランスの設計依頼である（甲１１３）。 

 被告日幸電機は，平成９年にＰ２にコア捲きの指導を依頼する旨のファクシ25 

ミリを送り，Ｐ２が同被告に指導を行った結果を返答するファクシミリを送ったに



 

 

40 

 

止まる（甲１１４）。 

 被告西村無線電機は，Ｐ２との間で平成８年に３通，平成１１年に４通，平

成１２年に１通のファクシミリのやり取りをし，その後のやり取りはない。内容は，

温度上昇等，トランスの設計に関する相談が中心であった（甲１１５）。 

 被告渡辺電機は，平成９年から平成１１年にかけて，Ｐ２との間で７通のフ5 

ァクシミリのやり取りをし，平成１３年に原告元代表者との間で３通，追加契約（平

成１４年２月）の後，同年から１９年にかけて，原告元代表者と１１通のファクシ

ミリをやり取りした。内容は，巻数，線径の照会や，トランスの設計依頼が中心で

あった（甲１１６）。 

 被告イチデン製作所は，平成８年から平成１０年にかけて６通，平成１２年10 

に２通のファクシミリをＰ２とやり取りし，追加契約（平成１３年２月）後の同年，

原告元代表者と２通のファクシミリをやり取した。内容はトランスの設計依頼が中

心であった（甲１１７）。 

 被告中遠電子工業は，平成９年に３通，平成１０年に７通，平成１１年に１

通のファクシミリをＰ２とやり取りしたが，その後のやり取りはない。内容はトラ15 

ンスの設計依頼が中心である（甲１１８）。 

 被告浦川トランス工業は，平成１０年にＰ２と３通のファクシミリをやり取

したにとどまる。内容はトランスの設計依頼である（甲１１９）。 

 被告鶴田電機は，平成２６年にＷＢトランスの振動試験等のデータを照会し，

原告はこれに対しデータを送付した（甲１２０）。 20 

 被告保全工業は，当初契約（平成１０年３月）の後，平成１２年にＰ２と２

通のファクシミリのやり取りをし，追加契約（平成１３年３月）の後，同年から１

７年にかけて，原告と１０通のファクシミリのやり取りをした。内容は，トランス

の設計依頼及び突入電流に関する質問等であった（甲１２１）。 

 被告国電機製作所は，当初契約（平成１０年９月）の後，平成１１年に２通，25 

平成１２年に２通，Ｐ２とファクシミリのやり取りをし，平成２１年に２通，平成
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２４年に１通，原告元代表者とファクシミリのやり取りをした。内容はトランスの

設計依頼や顧客からの質問に対する照会等であった（甲１２２）。 

  被告東京トランスは，平成１４年に６通，平成１５年に２通，平成１６年に

３通のファクシミリを原告元代表者とやり取した。内容はトランスの突入電流に関

する相談やトランスの設計依頼が中心であった（甲９６ないし１０６）。 5 

 ⑷ 追加契約の締結 

 ア 当初契約の対象とされたのが１５００ＶＡまでの容量のＷＢトランスであっ

たところ，被告らに対し，顧客から２０００ＶＡないし３０００ＶＡの製品の引き

合いがあったことから，被告Ｐ１が，Ｐ２に対し，容量の大きなトランス用のコイ

ルボビン金型を起こし，被告らにおいてコイルボビンを製造することを打診したと10 

ころ，Ｐ２は，それは当初契約に違反する行為であり，絶対に作ってはならない旨

を明言し，被告Ｐ１はこれを工業会に報告した（甲８４の２，乙２８）。 

 イ 川鉄電設は，大容量のトランスの開発を進め，平成１２年１２月２１日付け

で，「ＢＳＷ２０００の開発状況について」（ご連絡並びに意向の問わ合せ）と題

する書面を被告らに送付し，ＢＳＷ２０００の開発に努めてきたがようやく実施の15 

見通しができたこと，現行の鉄心巻込装置コアマックの改造が必要であること，２

０００ＶＡと２５００ＶＡの２種の仕様であること，部品材料はシングルコイルボ

ビン１種と２０００ＶＡ用と２５００ＶＡ用の鉄心２種であること，費用は鉄心巻

込装置の改造を含み約１００万円であること，ＢＳＷ２０００実施の意向の有無を

平成１３年１月９日までに回答して欲しいことを文書で告知した（甲８４の１）。 20 

 ウ 前提事実⑵イ及びエのとおり，被告らのうち９社は同年２月又は３月に川鉄

電設との間で追加契約を締結し，被告らのうち３社は，平成１４年から平成２２年

にかけて，原告との間で追加契約を締結し，イニシャルフィーとして１００万円を

支払った。 

 エ 川鉄電設は，同年２月１日付けで２０００ＶＡ，２５００ＶＡの容量のトラ25 

ンスに関する技術資料及びデータを付加した平成１３年技術資料を作成して，追加
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契約を締結した被告らに交付した（甲８１）。 

 ⑸ 原告への承継 

 ア 平成１３年に，川鉄電設における事業の選択と集中の観点から，ＷＢトラン

スを実質的に開発したＰ２が，川鉄電設を退社して原告を設立し，ＷＢトランス事

業を承継することとなった。 5 

 イ 川鉄電設と原告は，同年３月２７日，営業譲渡契約書を作成し，①ＷＢトラ

ンスの製造に関し被告らに供給する機器及び資料に関する西本合成販売，コアマッ

クの製造委託会社及び日本磁性材工業との各契約，②被告らとの当初契約，③被告

らの一部との追加契約に関し，川鉄電設が有する一切の契約上の地位を原告に譲渡

することを合意した。 10 

 また，川鉄電設と原告は，川鉄電設が特許権及び意匠権（出願中のものも含む。）

を原告に無償で譲渡する一方で，原告は，電圧が３ＫＶ以上のものに限り，上記特

許権等の通常実施権を，川鉄電設に無償で許諾することとした。 

 さらに，川鉄電設と原告は，ＢＳＷ２０００及びＢＳＷ２５００を対象とする追

加契約のイニシャルフィーとして川鉄電設が受領した金員については，契約の実施15 

にかかった実費を差し引いて，川鉄電設が原告に支払う旨を約したが，当初契約の

イニシャルフィーを川鉄電設が原告に引き継ぐ旨の定めは置かれなかった（甲８７）。 

 ウ 被告らは，それぞれ，同年３月１６日から４月１３日にかけて，川鉄電設及

び原告との三者合意の形で，被告らと川鉄電設との間における本件各基本契約（追

加契約を原告と締結した部分を除く。）の当事者を川鉄電設から原告に変更するこ20 

と，ＷＢトランスの販売に関するランニングロイヤルティの支払について，同年２

月２８日までに発生した販売に関しては川鉄電設に，同年３月１日以降に発生した

販売に関しては原告に対し行うこと等を内容とする覚書を作成した（甲３０ないし

５５）。 

 エ 本件各特許権については，前記イ及びウの承継の時点では出願手続又は出願25 

準備中であったところ，西本合成販売は，同月，特許を受ける権利が川鉄電設から
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原告に譲渡されることについて書面で同意し，本件特許権１については，追加契約

（一部の被告を除く。）が締結された後である同年９月７日に，本件特許権２につ

いては平成１７年４月２８日に，それぞれ原告及び西本合成販売を特許権者として

特許登録がなされたが，その際に，本件各基本契約の条項が改訂されたり，ロイヤ

ルティの支払に変化が生じることはなかった（甲８８，弁論の全趣旨）。 5 

 ⑹ ＷＢトランスの製造 

 ア 被告らは，本件各基本契約の定めに従い，川鉄電設が開発し，株式会社友久

精機にＯＥＭ生産させた鉄心巻込装置コアマックを，代理店である西本合成販売を

介して購入するほか，日本磁性材工業より，同社が川崎製鉄より納入を受けた方向

性珪素鋼板で製造した巻鉄心を購入し，さらに，西本合成販売より，同社が製造し10 

たコイルボビン及びフレームを購入してＷＢトランスを製造した（前提事実⑴ウ，

甲８７，乙１６，１７．２３）。 

 イ 被告らは，要旨以下の手順でＷＢトランスを製造し，販売した。 

  巻線作業 

機械を用いてコイルボビンに銅線を巻き付け，外側に固定用絶縁テープを貼る。15 

このとき，巻線幅，折り返しタイミング，巻線回数等は事前に設定しておく。 

  鉄心巻取作業 

 コアマックを用いて，コイルボビンの一対の鉄心巻込部の回りに鉄心を巻き取る。 

  フレーム取付作業 

 一体化したコイルボビンと鉄心に，フレームを取り付ける。 20 

  ワニス浸潤作業 

 フレームごと，ワニスの入った容器に浸け，ワニスを浸潤させ，乾燥させる。 

 ウ 既に認定したところによれば，コイルボビンは本件特許権１の実施品，巻鉄

心は本件特許権２の実施品と認められ，フレームも，川鉄電設が有する特許（乙１

５）の実施品である。 25 

 ⑺ 本件各基本契約の終了の通告等 
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 ア 被告らは，平成２７年４月以降，被告らが所属する工業会の名で，あるいは

代理人弁護士を介して，ロイヤルティは本件各特許権の実施許諾の対価であり，同

年３月３１日をもって本件各特許権が消滅した以上，本件各基本契約の目的は達成

できなくなり本件各基本契約は終了したこと，本件技術情報にはＷＢトランスを分

解すれば誰でも知り得る情報しか含まれておらず，すでに公知であることを理由に，5 

同年４月以降のロイヤルティの支払を拒む旨を原告に通告した。 

 イ 原告は，同年４月以降も被告らはロイヤルティの支払義務を負っているのに，

同月以降のロイヤルティの支払を予め拒絶しているとして催告を経ず，被告らの債

務不履行を理由に，本件各基本契約を解除した旨を主張している（特許権消滅から

契約解除までのロイヤルティ支払義務，及び本件技術情報の秘密保持義務について10 

は，本件基本契約解除後も存続することを前提とする主張である。前提事実⑹，甲

５８ないし７５）。 

 ⑻ 本件技術情報についての検討 

 原告は，本件各特許権が消滅した後も被告らはロイヤルティ支払義務を負い，被

告らの行為が不正競争行為に当たることの根拠として，本件技術情報は，それなし15 

ではＷＢトランスを製造することのできない有用な情報であり，秘密としての保護

に値する旨を主張するので，本件技術情報の性質について検討することとする。 

 ア 本件技術資料の種類 

川鉄電設又は被告らに対して交付された，本件技術情報が記載された冊子につき，

平成２４年技術資料，平成１３年技術資料，平成７年技術資料の３種類が証拠とし20 

て提出されているが，いずれも「技術資料 コイルボビン式巻鉄心変圧器（ＷＢト

ランス）」との表題であり，「１．鉄心巻込法」，「２．電気設計法」，「３．製

作等」という構成となっている。 

 平成１３年技術資料は，平成７年技術資料と比較すると，鉄心巻込法及び巻鉄心

の磁化特性等が省略され，電気設計書が２０００ＶＡ及び２５００ＶＡの規格とな25 

り，ＷＢトランスの型式ごとの外形寸法図（１００ないし２５００ＶＡ）が追加さ
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れているほかは，基本的に同内容である。 

平成２４年技術資料は，「ＷＢトランスの設計書」（１００ないし２５００ＶＡ），

「捲線仕様書」，ＷＢトランスの型式ごとの外径寸法図（１００ないし２５００Ｖ

Ａ）等が追加され，いくつかのデータがアップデートされているほかは，平成７年

技術資料と同内容である。 5 

 イ 本件技術資料に開示された情報 

 本件技術資料の内容は，大きく分けて，①川鉄電設及び原告において，ＷＢトラ

ンスを開発した際に獲得したデータ（巻鉄心の磁化特性，鉄損特性，ＷＢトランス

の温度上昇等），②ＷＢトランスの設計図（設計磁束密度，銅占積率等のデータに

ついて，ＷＢトランスの規格ごとに一覧表にしたもの），③コイルボビンやＷＢト10 

ランスの製品の外形図及び寸法・重量，④巻線計画関連（ＷＢトランスの規格ごと

の船底部巻回数等の一覧表，捲線仕様書，ＷＢトランスの規格ごとの巻回数の一覧

表。以下「巻線計画等」という。）である。 

 原告は，上記情報は，被告らにおいてＷＢトランスを設計・製造するために必要

不可欠なものである旨を主張するため，以下，具体的に検討する。 15 

  鉄心巻込法について 

 原告は，①鉄心巻込手順，②鉄心巻込における弾性限界内で作りうる大円の最大

径についてのグラフ及び③「方向性珪素鋼板の弾性曲げの影響」として曲率半径及

び劣化率のグラフを開示する。 

 被告らは，指定業者である西本合成販売からコアマックを購入して鉄心巻込作業20 

を行っているため，①の手順の説明は必須とはいえない。 

 また，②のグラフも，コアマックを使用する場合に，巻鉄心の初期状態の径より

も大きい径を設定するとしても，極端に大きな外径（弾性限度を超える外径）を設

定しうるとは通常考えにくく，トランスの製造に不可欠なデータとはいいがたい。 

 ③のグラフは，巻鉄心の材料である方向性珪素鋼板のデータであるところ，被告25 

らは，指定業者である日本磁性材工業から方向性珪素鋼板を用いて製造した巻鉄心
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を購入しているため，被告らにとって必須な情報であるとはいえない。 

  電気設計法について（乙２１，２２） 

 電気設計一覧表及び電気設計書記載のデータについて 

本件技術資料中，電気設計一覧表及び電気設計書には，川鉄電設又は原告におい

て，ＷＢトランスの試作品を用いて計測した実測値が記載されている。 5 

原告は，ＷＢトランスの設計作業において，最低限，①一次巻数，②二次巻数（一

次巻数に特定の数値を乗じた数値），③一次巻線径，④二次巻線径を算出する必要

があるところ，これらは，原告から開示された数値（本件技術資料中，電気設計一

覧表及び電気設計書に記載。）がなければ被告らにおいて算出することができない

と主張する。 10 

 ①一次巻数の算出に必要な値として原告が主張する一次電圧，周波数，鉄心断面

積及び最大磁束密度のうち，一次電圧及び周波数は所与の値であり（平成２４年技

資料の６頁参照。），鉄心断面積の算出に必要な鉄占積率は，巻鉄心の製造元であ

る日本磁性材工業に問い合わせたり，一般的な値を用いたりすることにより，定め

ることができる。また，最大磁束密度についても，巻鉄心の製造元である日本磁性15 

材工業に問い合わせたり，独自に測定したりすることも可能である（乙１１，１８，

１９）。 

 ③一次巻線径及び②二次巻線径の算出に必要な値として原告が主張する一次電流，

二次電流及び各電流密度のうち，一次電流及び二次電流は所与の値であり（平成２

４年技術資料の６頁参照。），各電流密度については，使用する巻鉄心を用いてト20 

ランスを作成し，電圧や負荷を変化させながら電流・温度上昇を計測することによ

り算出することができる。 

 ⒝ その他のデータについて 

 巻鉄心の磁化特性及び鉄損特性についても，被告らは，巻鉄心の製造元である日

本磁性工業に問い合わせて確認したり，材料である方向性珪素鋼板のカタログに記25 

載された一般的な値を使用したりすることができる。なお，無負荷損は，鉄損や励
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磁電流による巻線抵抗損等の和であるが，鉄損以外の損失は極めて小さいため，鉄

損とほぼ同じである。 

 ＷＢトランスのＶ／Ｔ値については，所与の値である一次定格電圧（平成２４年

技術資料の６頁参照。）を一次巻回数で除することによって算出可能であるところ，

巻回数は一般に販売されている巻数測定器（乙２０）により計測が可能であるし，5 

ＷＢトランスの完成品を分解して物理的に数えることも可能である。 

 同様に，ＷＢトランスの温度上昇のデータについても，試行錯誤して測定したり，

ＷＢトランスの完成品があれば，これを用いて測定したりことができる。 

 銅線に関する数値（導体，電流速度，導体重量，抵抗，銅損，全銅損及び全負荷

損）については，銅線のパンフレットに記載された数値から一定程度推測すること10 

が可能であり，銅損の値を算出するために必要な巻回数及び電流密度は，上記のと

おり，被告らにおいて得ることができる（乙１２）。 

 また，被告らは，それぞれ異なるメーカー・型番のワニスを使用しており，ワニ

スの特性はパンフレット等によって公開されているところ，原告が開示するワニス

の製品番号は，一つの例にすぎず，必須の情報ではない（乙１０）。 15 

 ⒞ まとめ 

 以上のとおり，本件技術資料中の電気設計一覧表及び電気設計書において開示さ

れた数値は，試作品における実測値にすぎず，被告らにおいても，独自に計測・算

出したり，製造元に問い合わせて確認したり，ＷＢトランスの完成品を用いて測定

したりすることが可能であったものであるから，原告からの開示がなければＷＢト20 

ランスの設計・製造が不可能であったものとはいえない。 

  製作等（外形寸法，巻線計画等）について 

 コイルボビン及びＷＢトランスの外径寸法や重量は，パンフレットを参照したり，

ＷＢトランスの完成品を測定したりすることにより容易に得られる値である（甲５

７，乙３）。 25 

 巻線計画等についても，原告から開示された数値によらなくても，被告らにおい
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て，使用するコイルボビンの凹状溝の幅と，選択した銅線の径から巻数を算出し，

上記のとおり算出された一次巻数及び二次巻数まで，整列巻で巻き回していくこと

は可能であると考えられる。 

 ウ まとめ 

  本件技術資料に記載された数値等は，ＷＢトランスを開発した川鉄電設ない5 

しＰ２が，開発の過程で得られた実験値や実測値，あるいはトランスの容量等に応

じて推測した理論値や計算値を表形式に整理したものが多いと思われる。 

 そうすると，ＷＢトランスを製造，販売しようとする者が本件技術情報を入手し

た場合，独自に実験を行って必要な値を計測・算出したり，部品の製造元等へ問い

合わせたりすることなく当該トランスの特性を予測したりすることができるという10 

点において有用であるといえ，要件を充たせば，営業秘密として保護されるべきも

のと解されるから，例えば，被告らが，当初契約を締結して平成７年技術資料を入

手し，未だＷＢトランスの製品が市場に出ていない段階で，原告の許諾を得ずにこ

れを第三者に開示したとすれば，秘密保持義務違反の責めを負うべきものと解され

る。 15 

  他方，上記検討したとおり，本件技術情報の開示を受けなければＷＢトラン

スを製造することができないといった事情までは認められず，本件技術情報がＷＢ

トランスの製造に必須であることを前提に，本件各基本契約の性質を考えることは

できない。 

  また，本件技術情報に記載された数値は，物理的に測定したり，計算によっ20 

て求めることができるものと考えられるから，ＷＢトランスが市場に出回り，リバ

ースエンジニアリングを行って計測等ができるようになった段階で，公知になると

いわざるを得ない。 

 本件各特許権の明細書等を参照し，流通に置かれたＷＢトランスに対するリバー

スエンジニアリングを行ってもなお解明することができず，原告よりその開示を受25 

けない限り，ＷＢトランスの製造はできないというようなノウハウが，本件技術情
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報に含まれていると認めるべき証拠は提出されていない。 

  以上を前提に本件の各争点について検討する。 

 ２ 争点⑴（本件各基本契約の性質は，本件各特許権の実施許諾契約か，それと

もノウハウライセンス契約か）についての判断 

 ⑴ 本件各基本契約の内容 5 

 本件各基本契約の内容は，前提事実⑶のとおりであり，文言上は，ＷＢトランス

製造及び販売の実施許諾，指定された装置及び資材の使用，技術情報の提供，対価

としてのイニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支払，その前提としての

実施報告，特許権等の実施許諾，改良技術の通知，秘密保持といった内容が双方の

権利または義務として定められており，原告が主張する技術情報の提供および秘密10 

保持も，被告らが主張する特許権の実施許諾も，いずれも本件各基本契約の内容と

して定められているのであって，その関係をどのように解するかが問題となる。 

 ⑵ 原告の主張について 

 ア 原告は，本件各基本契約は，ノウハウライセンス契約であって特許の実施許

諾を内容とするものではなく，イニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支15 

払義務は，ノウハウの使用に対する対価であって，特許の使用許諾に対する対価で

はないから，本件各特許権の消滅により影響されない旨を主張する。 

 しかしながら，ノウハウライセンス契約であるとの主張は，本件技術情報がなけ

ればＷＢトランスを製造することができないとの原告の主張を前提とするものであ

るところ，その主張が失当であることは既に述べたとおりである。 20 

 イ 既に認定したとおり，ＷＢトランスとして定義されたものは，本件各特許権

の特許請求の範囲の文言と一致する部分が多く，当初契約の際の川鉄電設側の説明

によっても，特許権者の許諾を得ない限り，これを製造，販売することはできない

と考えられる。 

 ＷＢトランスの製造に使用する資材や装置にも，川鉄電設や川崎製鉄の権利が及25 

ぶものは多いと考えられ，権利者の許諾を得るか，権利者又はその許諾を得た者が



 

 

50 

 

製造した資材や装置を購入等するのでなければＷＢトランスを製造，販売すること

はできず，単に製造に関する技術情報やノウハウの提供を受けるのでは足りないと

いうべきである。 

 ウ 本件各基本契約，特に当初契約の締結に至る経緯を考えても，前記認定のと

おり，川鉄電設は工業会の会員に対し，特許の実施許諾であることを前提に，それ5 

に付随するものとして情報提供，技術指導を行う旨を案内しているのであり，その

本質が特許の実施許諾ではなく，ノウハウライセンス契約であるとの説明が行われ

た事実は認められない。 

 エ 前記認定したとおり，被告らの照会やトランスの設計依頼に応じて，川鉄電

設又は原告から情報提供が多数回にわたって行われているが，時期的なところに着10 

目すると，被告らが当初契約を締結し，ＷＢトランスの設計，製造をしてその販売

を行い始めた平成９年から平成１３年までの間になされたものが大部分であり，最

長２０年にわたるランニングロイヤルティの支払と技術情報の提供ないし技術情報

とが対価関係に立つと解することは不合理である。 

 むしろ，従前にはなかった形式のものとして新たに開発したＷＢトランスについ15 

ての実施許諾を行うに際し，被告らにおけるＷＢトランスの製造が軌道に乗るまで

の間，ＷＢトランスの開発者である川鉄電設又は原告が，技術情報を提供したり，

技術指導を行うというのは，通常予定されるところと考えられること，川鉄電設か

ら原告に契約関係を承継した際に，前記認定のとおり，当初契約に係るイニシャル

フィーは承継せず，追加契約に係るイニシャルフィーは，実施分を控除して原告に20 

承継される扱いであったことからすると，本件各基本契約において，技術情報の提

供や技術指導の対価と認められるのは，契約当初に支払われるイニシャルフィーと

解するのが合理的である。 

 オ 以上を総合すると，本件各基本契約には，前記⑴で要約した複数の要素が含

まれるものの，その中心となるのは本件各特許権の実施許諾であり，本件技術情報25 

の提供は，これに付随するものというべきであるから，ランニングロイヤルティの
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支払も，本件各特許権の実施許諾に対する対価と位置づけられるべきであり，これ

を本件技術情報の提供に対する対価と考えることはできない。 

 原告は，本件各基本契約の体裁として，第２条にＷＢトランスの製造，販売の実

施権の許諾を，第３条に技術情報の提供を，第７条に特許権の実施許諾を定めた上

で，第４条の対価は第２条，第３条の対価である旨定めていることをその主張の根5 

拠とする。しかし，既に検討したとおり，そもそも本件各特許権の実施許諾なしに

ＷＢトランスを製造，販売することはあり得ないし，契約の第２条において，鉄心

巻込装置，コイルボビン，フレームについては川鉄電設が特許出願中のものを使用

すべきことが定められていることからしても，同条の実施許諾は，本件各特許権の

実施許諾を含むものであり，第７条の規定は，特許の登録後と出願中の場合とを分10 

けて規定したものと解されるから，第４条の対価に特許の実施許諾に対するものが

含まれないと解することはできない。 

 カ したがって，本件各基本契約がノウハウライセンス契約であり，ランニング

ロイヤルティ等はノウハウの使用許諾の対価であって，本件各特許権の消滅によっ

ては影響されないとする原告の主張は採用できない。 15 

 ３ 争点⑵（本件各特許権の期間満了によりロイヤルティの支払義務は消滅した

か。）についての判断 

 前記検討のとおり，本件各基本契約は，本件各特許権の実施許諾を中心とするも

のであり，少なくともランニングロイヤルティはこれに対する対価とみるべきもの

であるから，本件各特許権が存続期間満了により消滅した場合には，ランニングロ20 

イヤルティの支払義務は当然に終了するものと解するのが相当である。 

本件各基本契約に終期の定めは明記されていないが，本件各特許権が消滅した後

に，その技術の使用に対する対価の支払を義務付けることは，特許権の本質に反す

る行為というべきであるし，本件技術情報の開示や技術支援のみの対価として，本

件各特許権が消滅する前と同額のランニングロイヤルティの支払義務が継続的に生25 

じると解すべき事情も認められない（原告の被告らに対する技術指導の大半が，被
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告らがＷＢトランスを製造するようになった当初の時期に集中していることは，前

記認定のとおりである。）。 

 したがって，被告らの原告に対する本件各基本契約に基づくロイヤルティの支払

義務は，本件各特許権が消滅した平成２７年３月３１日をもって消滅したと解すべ

きであり，同年４月１日以降に被告らがＷＢトランスを製造，販売したことに対す5 

るランニングロイヤルティの支払請求は，理由がないというべきである。 

 ４ 争点⑶（被告らがＷＢトランスを製造，販売することは不正競争行為に当た

るか。）についての判断 

⑴  本件技術情報が，ＷＢトランスを開発した川鉄電設やＰ２の知見を集約した

ものとして，一定の有用性が認められることは前記認定のとおりである。しか10 

し，本件技術情報のうち，川鉄電設及び原告が作成したパンフレット（甲５７，

乙３）に記載されている数値は，当初から営業秘密性がないものと認められる

し，既に検討したとおり，被告らが製造したＷＢトランスが市場に出回った後

は，リバースエンジニアリングにより取得し得る数値については，公知になっ

たというべきである。 15 

 ⑵ なお，本件各基本契約には，被告らの債務不履行による解約の場合を含め，

契約終了後は本件技術情報を使用してはならず，ＷＢトランスを製造，販売しては

ならない旨の条項が存在する（１２条）。 

 この条項については，例えば，本件各特許権の存続中に被告らの債務不履行によ

り本件各基本契約が終了すれば，特許の排他的効力により被告らがＷＢトランスを20 

製造できないことは当然であるし，本件技術情報が秘密として保たれているのであ

れば，本件各基本契約終了後も，被告らはこれを秘密として保持すべき義務を負う

と考えられる。 

 しかしながら，本件各特許権は既に消滅しており，本件各基本契約においても，

被告らの責めによらず公知となった情報については，被告らは秘密保持義務を負わ25 

ない旨を定めているのであって，被告らが製造，販売したＷＢトランスに係る情報
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が公知になっているというべきことは前述のとおりであるから，上記条項（１２条）

の適用により，被告らがＷＢトランスを製造，販売することができないということ

はできない。 

 ⑶ 本件技術情報は，前記パンフレットの記載により，あるいは被告らがＷＢト

ランスを製造，販売したことによって公知となっており，営業秘密性は失われてい5 

るというべきであるから，本件基本契約が終了（原告の主張では平成２７年１１月

２６日）した後にＷＢトランスを製造，販売することが，営業秘密の使用にあたる

とする原告の主張は採用できず，不正競争行為に当たるとしてその差止め等を求め

る原告の請求は理由がない。 

 ５ 結論 10 

 以上により，原告の請求は，その余の点について検討するまでもなく，いずれも

理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。 

  

 

 大阪地方裁判所第２１民事部 15 
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裁判官                       

          野  上  誠  一 
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         裁判官                       

                   島  村  陽  子 10 
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（別紙） 

差止等目録 

 巻線部の断面形状を矩形状もしくは６０度をなす船底状とし、鉄心巻込部の外周

を鉄心の内径と等しい曲率部を有するコイルボビンを使用したコイルボビン式巻鉄

心変圧器 5 

以 上 
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★差止等目録（訴状） 

★損害推計一覧表（訴状） 

★当事者関係図 

★契約関係一覧表（訴状） 

★イニシャルロイヤルティ一覧（大阪高波ら準備書面３修正） 5 

 


